
儡曇挙機動銹饒難・ i‐1豊
都道府県が、渓流や斜面及びその下流など土砂災害により被害

を受けるおそれのある区域の地形、地質、土地利用状況等につ

いて調査し、結果を公表します。

デ:土地の一部か地下水等に通:国 して滑る自然現象

又はこれに伴つて移動する自然現象

以 内(ただし250mを
超える場合は250m)
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財櫃瘍褥卜
基礎調査結果の公表後、

区域等を指定します。

土砂災害のおそれのある

土砂災害警戒区域 (通称 :イエローゾーン)

■急傾斜地の崩壊

イ傾斜度が30度以上で高さが5rn以上の区域

口急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域

ハ 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍

(50mを 超える場合は50m)以内の区域

■土石流

土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部か

ら下流で勾配が2度以上の区域

■地滑リ

イ地滑り区域 (地滑りしている区域または地滑りする

おそれのある区域)

口地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する

距離 (250mを超える場合は250m)の範囲内の区域

急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の移動等により建築物

に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動

等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるお

それのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力

の大きさを上回る区域。

※ただし、地滑りに係る土石等の移動等により建築物に作用する力

の大きさについては、作用した時から30分間が経過した時において

作用するものとされている。また、地滑りに係る特別警戒区域は地

滑り区域の下端から60mの範囲内で指定することとされている。

砂災害特別警戒区域とは、土砂災害警戒区域のうち

建物の損壊が生じ、
住民に著しい危険が生じるおそれがある区域

土砂災害警戒区域
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